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   八代市業務委託成績評定実施要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、八代市が委託者となる業務委託について受託者の適正な選定を確保するために実施

する業務委託の履行状況及び品質に係る成績の評定（以下「評定」という。）に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 （評定の対象） 

第２条 評定の対象となる業務委託は、次に掲げる業種区分により競争入札参加者を選定し、契約を締結

した業務委託とする。 

（１）建物清掃 

（２）建物衛生管理 

（３）公園等清掃 

２ 八代市物件供給等入札参加者資格審査委員会（以下「資格審査委員会」という。）は、前項に規定する

業務委託のほか、特に必要があると認める業務委託を評定の対象とすることができる。 

 （評定の実施） 

第３条 財務部契約検査課長（以下「契約検査課長」という。）は、前条の規定により評定の対象となる業

務委託（以下「対象業務委託」という。）の契約を締結したときは、受託者に対し当該対象業務委託が評

定の対象となる旨を通知するものとする。 

２ 対象業務委託を所管する課（課に相当する組織を含む。以下「所管課」という。）の長は、対象業務委

託ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日を基準日とし、当該基準日から起算して１

４日を経過する日までに、当該基準日の前日までの期間について評定を行うものとする。 

（１）履行期間の初日及び末日が同一の年度に属する対象業務委託 履行が完了する日の翌日 

（２）履行期間の初日が属する年度と末日が属する年度が異なる対象業務委託 履行期間の末日が属する

月の３月前の月の初日 

３ 所管課に所属する職員で次に掲げるものは、前項に規定する基準日が到来したときは、速やかに業務

委託成績評定表（別記様式）により評価を行うものとする。 

（１）対象業務委託の担当者 

（２）対象業務委託を所管する地域事務所又は係（係に相当する組織を含む。以下この号において同じ。）

の長（当該所管課が係を置かない場合にあっては、当該所管課の長が指名する者） 

４ 所管課の長は、前項の規定による評価を踏まえて評定を行い、業務委託成績評定表に記録するものと

する。 

 （評定の報告等） 

第４条 所管課の長は、評定を行ったときは、速やかに当該所管課が属する部の長にその内容を報告する

とともに、契約検査課長に業務委託成績評定表の写しを送付するものとする。 

２ 契約検査課長は、業務委託成績評定表の写しの送付があったときは、遅滞なく資格審査委員会にその

内容を報告するものとする。 

３ 契約検査課長は、対象業務委託の履行の完了を確認した書面の回付があったときは、受託者に対し当

該対象業務委託に係る評定及び評定点の合計を通知するものとする。 

 （評定の運用） 

第５条 資格審査委員会は、評定が最高の区分とされた対象業務委託があるときは、当該対象業務委託の

受託者名その他必要と認める事項を八代市ホームページにおいて公表するものとする。 
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第６条 資格審査委員会（競争入札参加者の選定を財務部長又は契約検査課長が行う場合にあっては、財

務部長又は契約検査課長。以下この項において同じ。）は、評定が最低の区分とされた対象業務委託があ

るときは、当該対象業務委託に係る第３条第２項に規定する基準日の前日が属する年度及び当該年度の

翌年度において競争入札参加者の業種区分が当該対象業務委託と同一の競争入札を執行する際に、当該

対象業務委託の受託者であった者を競争入札参加者として選定しないものとする。ただし、資格審査委

員会が競争入札に参加させる特別の事由があると認めるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定は、受託者の責めに帰すべき事由により対象業務委託の契約を解除したために評定を行う

ことができない場合について準用する。この場合において、同項中「評定が最低の区分とされた」とあ

るのは「受託者の責めに帰すべき事由により契約が解除された」と、「第３条第２項に規定する基準日の

前日」とあるのは「契約が解除された日」と読み替えるものとする。 

 （その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、評定の実施に関し必要な事項は、資格審査委員会が定める。 

   附 則 

 この要領は、平成２９年１月１日から施行し、同日以後に履行が完了する業務委託について適用する。

ただし、第３条第１項の規定は、同日以後に契約を締結する業務委託から適用する。 


